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ページ 変更前 変更後 

P.1 

（〃） 

 

 

1.1 計画策定・改定の考え方 

海岸法においては、総合的な視野に立った海岸の管理を行うた

め、"災害からの海岸の防護（防災）"のみならず、"海岸環境の整

備と保全"及び"公衆の適正な利用"が法目的に追加され、防災・環

境・利用の3つの面でバランスのとれた海岸管理が求められてい

る。 

また、都道府県では、国が定めた"海岸保全基本方針"に基づき、

海岸の保全に関する基本的な方向性を明らかにするとともに、学

識経験者や市町村長、地域住民などの意見を聴き、地域の意見を

反映した"海岸保全基本計画"を沿岸毎に定めることになっている。

このことから、岩手県では、国が定めた海岸保全基本方針に基

づき、三陸北沿岸（青森県境～岩手県宮古市魹ヶ崎）を広域的な

視点でとらえ、地域の意見を反映した「三陸北沿岸海岸保全基本

計画」を策定し、海岸特性に応じた海岸防護のための海岸保全施

設整備等はもとより、海岸環境の保全や海岸利用に配慮した調和

のとれた総合的な海岸保全を推進してきたところである。 

 そうした中、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震

に伴う津波により、三陸北沿岸においても海岸保全施設等に甚大な

被害が発生した。このため、その被害の特徴や今後の防災対策で対

象とする津波の考え方を踏まえ、主に「海岸の防護に関する事項」

を今般改定するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※海岸法改正の伴う追記及び変更 

1.1 計画策定・改定の考え方 

総合的な視野に立った海岸の管理を行うため、これまでの"災害か

らの海岸の防護（防災）、に加えて、"海岸環境の整備と保全および"

公衆の適正な利用"が平成11年の海岸法改正時に追加され、防災・環

境・利用の3つの面でバランスのとれた海岸管理が求められている。

また、都道府県では、国が定めた"海岸保全基本方針"に基づき、海

岸の保全に関する基本的な方向性を明らかにするとともに、学識経

験者や市町村長、地域住民などの意見を聴き、地域の意見を反映し

た"海岸保全基本計画"を沿岸毎に定めることになっている。 

このことから、岩手県では、国が定めた海岸保全基本方針に基づ

き、三陸北沿岸（青森県境～岩手県宮古市魹ヶ崎）を広域的な視点

でとらえ、平成16年5月に地域の意見を反映した「三陸北沿岸海岸保

全基本計画」を策定し、海岸特性に応じた海岸防護のための海岸保

全施設整備等はもとより、海岸環境の保全や海岸利用に配慮した調

和のとれた総合的な海岸保全を推進してきたところである。 

 

 そうした中、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地

震に伴う津波により、三陸北沿岸においても海岸保全施設等に甚大

な被害が発生した。このことを踏まえて、中央防災会議から新たな

津波対策が示されるとともに、平成 26 年 6 月 11 日に公布された「改

正海岸法」では、防災減災機能を有する樹林を海岸保全施設に位置

づける措置がなされた。このため、震災被害の特徴や今後の防災対

策で対象とする津波の考え方を踏まえ、主に「海岸の防護及び維持

管理に関する事項」を今般改定するものである。 

 

※図の変更 
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ページ 変更前 変更後 

P2 

(〃) 
 

「三陸北沿岸 海岸保全基本計画」の計画策定の対象範囲は、北

は青森県境（岩手県洋野町）から南は岩手県魹ヶ崎（岩手県宮古

市）までの区間で、海岸線は比較的単調であることから総延長は

約261kmと岩手県側の三陸南沿岸の約6割となっている。 

 

 

※文言の修正 

「三陸北沿岸海岸保全基本計画」の計画策定の対象範囲は、北は

青森県境（岩手県洋野町）から南は魹ヶ崎（岩手県宮古市）までの

区間で、海岸線は比較的単調であることから総延長は約261kmと岩手

県側の三陸南沿岸の約6割となっている。 

※三陸南計画（今回改定）との整合 

（注）気仙沼市には(旧)唐桑町、(旧)本吉町の 2 町分を含めている。

南三陸町には(旧)志津川町と(旧)歌津町の 2 町分を含めて

る。石巻市には(旧)河北町、(旧)雄勝町、(旧)北上町、(旧)

牡鹿町の 4町分を含めている。 
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ページ 変更前 変更後 

P.4,5 

（〃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 計画策定（改定）に関する基本的な事項 

海岸保全基本方針では、海岸保全基本計画の作成に関する「定め

るべき基本的な事項」 

と「留意すべき重要事項」を次のように提示している。 

 

(1)定めるべき基本的な事項 

  1)海岸の保全に関する基本的な事項 

海岸の保全を図っていくに当たっての基本的な事項とし

て以下を定める。 

イ 海岸の現況及び保全の方向に関する事項 

自然的特性や社会的特性を踏まえ、沿岸の長期的な在

り方を定める。 

ロ 海岸の防護に関する事項 

防護すべき地域、防護水準等の海岸の防護の目標及び

これを達成するために実施しようとする施策の内容を

定める。 

ハ 海岸環境整備及び保全に関する事項 

海岸環境を整備し、及び保全するために実施しよう

とする施策の内容を定める。 

ニ 海岸における公衆の適正な利用に関する事項 

海岸における公衆の適正な利用を促進するために実施

しようとする施策の内容を定める。 

 

 2)海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 

沿岸の各地域ごとの海岸において海岸保全施設を整備

していくに当たっての基本的な事項として定めるもの

は次の事項とする。 

    イ 海岸保全施設を整備しようとする区域 

一連の海岸保全施設を整備しようとする区域を原則と

して定める。 

    ロ 海岸保全施設の種類、規模及び配置等 

イの区域ごとに海岸保全施設の種類、規模及び配置等

について定める。 

    ハ 海岸保全施設による受益の地域及びその状況 

海岸保全施設の種類によって津波、高潮等による災

害や海岸侵食から防護される地域及びその地域の土

地利用の状況等を示す。 

 

 

 

 

※海岸法改正の伴う文章の変更と追加 

※三陸南計画（今回改定）との整合 

1.3 計画策定・改定に関する基本的な事項 

海岸保全基本方針では、海岸保全基本計画の作成に関する「定める

べき基本的な事項」と「留意すべき重要事項」を次のように提示して

いる。 

 

(1)定めるべき基本的な事項 

  1)海岸の保全に関する基本的な事項 

海岸の保全を図っていくに当たっての基本的な事項として

以下を定める。 

イ 海岸の現況及び保全の方向に関する事項 

  自然的特性や社会的特性を踏まえ、海岸保全の長期的な

あり方を定める。 

ロ 海岸の防護に関する事項 

  防護すべき地域、防護水準等の海岸の防護の目標及びこ

れを達成するために実施しようとする施策の内容を定

める。 

ハ 海岸環境整備及び保全に関する事項 

  海岸環境を整備し、及び保全するために実施しようとす

る施策の内容を定める。 

ニ 海岸における公衆の適正な利用に関する事項 

  海岸における公衆の適正な利用を促進するために実施

しようとする施策の内容を定める。 

 

 2)海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 

沿岸の各地域ごとの海岸において海岸保全施設を整備し

ていくに当たっての基本的な事項として定めるものは次の事

項とする。 

イ 海岸保全施設の新設又は改良に関する事項 

     ① 海岸保全施設を整備しようとする区域 

一連の海岸保全施設を整備しようとする区域を原則

として定める。 

     ② 海岸保全施設の種類、規模及び配置等 

①の区域ごとに海岸保全施設の種類、規模及び配置

等について定める。 

     ③ 海岸保全施設による受益の地域及びその状況 

海岸保全施設の種類によって津波、高潮等による災

害や海岸侵食から防護される地域及びその地域の土

地利用の状況等を示す。 

 ロ 海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項 

     ①  海岸保全施設の存する区域 

     ② 海岸保全施設の種類、規模及び配置等 
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ページ 変更前 変更後 

P.4,5 

（〃） 
 

(2)留意すべき重要事項 

 海岸保全基本計画を策定するに当たって留意すべき事項は次の

とおりである。 

  1)関連計画との整合性の確保 

国土の利用、開発及び保全に関する計画、環境保全に関

する計画、地域計画等関連する計画との整合性を確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

  2)関係行政機関との連携・調整 

海岸に関係する行政機関と十分な連携と堅密な調整を

図る。 

 

3)地域住民の参画と情報公開 

計画の策定段階で必要に応じ開催される公聴会等だけ

でなく、計画が実効的かつ効率的に執行できるよう、実施

段階においても適宜地域住民の参画を得る。また、計画の

策定段階から、計画の実現によりもたらされる防護、環境

及び利用に関する状況について必要に応じ示す等、事業の

透明性の向上を図るため、海岸に関する情報を広く公開す

る。 

 

4)計画の見直し 

地域の状況変化や社会経済状況の変化等に応じ、計画の

基本的事項及び海岸保全施設の整備内容等を点検し、適宜

見直しを行う。 

     ③ 海岸保全施設の維持又は修繕の方法 

(2)留意すべき重要事項 

海岸保全基本計画を策定・改定するに当たって留意すべき事項

は次のとおりである。 

  1)関連計画との整合性の確保 

計画策定時においては、地域全体の安全の確保、快適性や

利便性の向上に配慮し、地域が一体となった計画の推進が重

要であることから、県土の利用、開発及び保全に関する計画、

環境保全に関する計画、地域計画等関連する計画との整合性

を確保した。 

また、計画改定時においても、地域全体の安全の確保、快

適性や利便性の向上に配慮し、地域が一体となった計画の推

進が重要であることから、県土の利用、開発及び保全に関す

る計画、環境保全に関する計画、地域防災計画、災害関連計

画等関連する計画との整合性を確保した。 

  2)関係行政機関との連携・調整 

計画策定時及び計画改定時においては、「三陸北沿岸海岸

保全基本計画策定行政連絡会」等を設置し、広範囲及び様々

な分野にわたる総合的な連携調整を図った。 

3)地域住民の参画と情報公開 

計画策定時においては、策定段階において、有識者及び住

民代表からなる懇談会、住民説明会及び縦覧を実施し、意見

を本計画に十分に反映させた。 

また、計画改定時においても、岩手県では「岩手県津波防

災技術専門委員会」等を開催し、有識者及び住民等の意見を

計画改定に反映させた。 

 

 

 

 

 

P.6 

(〃) 

 

 

（1）計画策定の流れ 

③上記をとりまとめた計画素案に対し、岩手県地域懇談会で最終的

な検討を行った。 

 

 

 

 

・タイトルの変更と追加 

（計画策定の流れ） 

③上記をとりまとめた計画素案に対し、「三陸南沿岸懇談会」で最

終的な検討を行った。 

（計画改定の流れ） 

本改定にあたり、岩手県では「岩手県沿岸海岸保全基本計

画改定行政連絡会」等を設置し、最終的な検討を行った。 
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ページ 変更前 変更後 

P.6 

(〃) 

 

 

 

三陸北沿岸 海岸保全基本計画策定フロー（検討内容、計画策定

時） 

 

P.7 

(〃) 
・図の変更 
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ページ 変更前 変更後 

P.9 

 
・削除 

P.10 

（P.8） 
 

1.1.1 概況 

三陸北沿岸は､豊かな水産資源と天然の良港に恵まれているこ

とから､沿岸の浦々には 50 を超える港湾や漁港が立地し、海岸

部の多くが地元沿岸漁業の利用の場となっているなど、豊かな

沿岸で育まれた水産業は住民の暮らしを支えているとともに、

三陸北沿岸の象徴の一つとなっている。 

※三陸南計画（今回改定）との整合 

1.1.1 概況 

三陸北沿岸は､豊かな水産資源と天然の良港に恵まれていること

から､沿岸の浦々には 50 を超える港が立地し、漁船漁業の基地と

なっている漁港に加え、岸部の多くが地元沿岸漁業の利用の場と

なっているなど、この地で育まれた水産業は住民の暮らしを支え

ているとともに、三陸北沿岸の象徴の一つとなっている。 

P.11 

(P.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 防護面から見た現況 

（1）海岸線の現況 

三陸北沿岸の海岸線は崖海岸が多く比較的単調であ

るものの、宮古湾から魹

とど

ケ崎

がざき

にかけては出入りに富む

リアス式海岸となっている。 

平野は比較的大きな河川が注ぐ湾の湾奥に部分的に

広がっている。また、大部分が岩礁海岸から成り、砂

浜海岸は少ないものの十府ケ浦は比較的規模の大きな

砂浜海岸である。 

平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震によ

り地盤沈下等のため海岸線が後退した海岸も見られる。

 

     □海岸線の現況のまとめ 
・隆起による典型的なリアス式海岸で，山地が海岸線付近までせ

まり，平地が少ない。 
 ・海岸線は比較的単調。海岸線は大部分が岩礁性で、砂浜海岸が少

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

（2）沿岸の風、波 

・文章の変更と追加 

1.1.2 防護面から見た現況 

（1）海岸線の現況 

三陸北沿岸の海岸線は崖海岸が多く比較的単調である

ものの、宮古湾から魹ケ崎にかけては出入りに富むリア

ス式海岸となっている。 

平野は比較的大きな河川が注ぐ湾の湾奥に部分的に広

がっている。また、大部分が岩礁海岸から成り、砂浜海

岸は少ないものの十府ケ浦は比較的規模の大きな砂浜海

岸である。 

平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震による

地盤沈下等のため海岸線が後退した海岸も見られ、復旧・

復興計画にも大きな影響が生じている。 

     □海岸線の現況のまとめ 

・隆起による典型的なリアス式海岸で，山地が海岸線付近までせ

まり，平地が少ない。 
 ・海岸線は比較的単調。海岸線は大部分が岩礁性で、砂浜海岸が少な

い。 

注1）リアス式海岸 
起伏の大きい山地が、地盤の沈下または海面の上昇に

よって海面下に沈んで生じた海岸。一般に海岸まで山地

の迫った半島と、その間に挟まれたおぼれ谷（陸上の谷

が地盤の沈下や海面の上昇によって海面下に沈んでつく

られた湾）とが交互し、鋸
きょ

歯
し

状（のこぎりの歯のように

ぎざぎざになっている状態）の海岸線を形成する。 

参考「新版 地学事典」

（2）沿岸の風、波 



8 

 

ページ 変更前 変更後 

P.11 

(P.9) 

 

 

三陸北沿岸における風況（久慈及び宮古）は次のとおりで

ある。※気象庁データより 

 

 

波浪は、国土交通省所管ＮＯＷＰＨＡＳの2001年～2010年

の観測結果から、三陸北沿岸の久慈港で1.0ｍ未満が45.2％

となっている。また、波高1.0ｍを越える高い波はいずれの

沿岸も冬期、春期の低気圧、及び台風時に多い。 

  三陸北沿岸における風況（久慈及び宮古）は次のとおりであ

る。※気象庁データより 

 

 

 

 

 

 波浪は、国土交通省所管NOWPHASの2001年～2010年の観測結

果から、三陸北沿岸の久慈港で1.0ｍ未満が45.2％となってい

る。また、波高1.0ｍを越える高い波はいずれの沿岸も冬期、

春期の低気圧、及び台風時に多い。 

 
注 2）有義波高 

波の観測記録中、波高の最も高い方から順に全体の 3 分の 1

だけ取り出して、それらの波高を平均化した値をいう。 

P.12,13 

(P.10,11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）津波、高 潮

たかしお

、波浪への対応状況 

 ①津波による浸水被害の発生状況 

宮古市姉吉には大津波記念碑があり、津波に対する警戒を

うながす一例となっている。 

近年の三陸北沿岸に襲来した三陸沖地震津波（明治29年：

西暦1896年、昭和8年：西暦 

1933年）、及びチリ地震津波（昭和35年：西暦1960年）での

痕跡高では明治29年（西暦 

1896年）の三陸沖地震津波で最も高い記録が残っている。一

方、昭和35年のチリ地震津波は痕跡高では明治29年及び昭和

8年の三陸沖地震津波より低いものの、地域経済の発展に伴い

沿岸部へ資産が集中していたため、痕跡高に較べ被害が大き

くなっている。 

 平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震津波では

最大遡上高は約40mにも上る大津波が発生し、東北地方と関東

地方の太平洋沿岸部に甚大な被害をもたらした。岩手県では、

沿岸部の被害が深刻であり、特に久慈市、野田村、田野畑村、

岩泉町などの被害が顕著である。 

③海岸侵食 

砂浜海岸では、各種のダム建設や河川改修工事による河川

からの土砂供給量の減少や、海岸構造物による沿岸漂砂への

影響等から侵食傾向の海岸も見られる。 

④海岸保全施設の整備状況 

こうした海岸保全施設については、平成23年（西暦2011年）

東北地方太平洋沖地震に伴う津波においても、津波を減衰さ

せ避難時間の確保といった一定の効果を発揮したものの、津

波の規模が甚大であり、広範囲にわたって被害が発生したた

※三陸南計画（今回改定）との整合 

（3）津波、高 潮

たかしお

、波浪への対応状況 

 ①津波による浸水被害の発生状況 

岩手県の宮古市姉吉には大津波記念碑があり、津波の恐ろし

さを後生に伝える一例となっている。 

近年の三陸北沿岸に襲来した三陸沖地震津波（明治29年：西

暦1896年、昭和8年：西暦 

1933年）、チリ地震津波（昭和35年：西暦1960年）、及び東北

地方太平洋沖地震津波（平成23年：西暦2011年）での痕跡高で

は、平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震津波で20

ｍ以上に達する地域がみられ最も高い記録が残っている。また、

近年は地域経済の発展に伴い沿岸部へ資産が集中していたた

め、人命、家屋・農地等に甚大な被害が生じている。 

 ③海岸侵食 

 砂浜海岸では、各種のダム建設や河川改修工事による河川

からの土砂供給量の減少や、海岸構造物による沿岸漂砂への

影響等から侵食傾向の海岸も見られる。また、平成23年（西

暦2011年）の東北地方太平洋沖地震に伴う津波により、大き

く侵食した海岸も見られる。 

 ④海岸保全施設の整備状況 

   こうした海岸保全施設については、平成23年（西暦2011年）

東北地方太平洋沖地震に伴う津波においても、津波を減衰

させ避難時間の確保といった一定の効果を発揮したもの

の、津波の規模が甚大であり、広範囲にわたって被害が発

生したため、災害復旧事業等を推進している状況である。 

 ⑤堤防等の整備高さの状況 

   堤防等の計画天端高を設定し、災害復旧事業等を推進して

いる状況である。 

 ⑥防災対策の状況 
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ページ 変更前 変更後 

P.12,13 

(P.10,11) 

 

め、現在鋭意災害復旧等を推進している状況である。 

 ⑤堤防等の整備高さの状況 

堤防等の天端高を設定し、現在鋭意災害復旧等を推進して

いる状況である。 

⑥防災対策の状況 

 2)県及び沿岸市町の防災対策 

岩手県では「岩手県地域防災計画（震災対策編）」が策定さ

れており、定期的な見直し 

により津波を含む地震防災対策を総合的かつ計画的に推進し

ている。 

また、沿岸市町においても地域防災計画を策定し、津波や高

潮災害に対応した情報伝達 

体制の整備や日常的な防災教育、避難体制の整備などを行っ

ている。 

今後、平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震津

波による甚大な被害を踏まえ、岩手県では市町村が主体とな

り新たに「避難場所の整備」、「安全情報伝達施設整備」、

「防災訓練」などを実施していくこととしている。 

 2)県及び沿岸市町村の防災対策 

岩手県では「岩手県地域防災計画（震災対策編）」が策定され

ており、定期的な見直しにより津波を含む地震防災対策を総合的

かつ計画的に推進していた。 

また、沿岸市町村においても地域防災計画を策定し、津波や高

潮災害に対応した情報伝達体制の整備や日常的な防災教育、避難

体制の整備などを行っていた。 

今後、平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震津波に

よる甚大な被害を踏まえ、岩手県では市町村が主体となり新たに

「避難場所の整備」、「防災訓練の実施」、「安全情報伝達施設

整備」等を全市町村で整備または実施していく。 

 

 

 

 

P.14 

(P.12) 

 

 

1.1.3 環境面から見た現況 

（2）優れた海岸地形、景観 

また、「日本の 渚

なぎさ

百選」「日本の白 砂 青 松

はくしゃせいしょう

百選」「日本の水

浴場 88 選」等に選出されている評価の高い海岸も多く存在す

る。 

（4）陸域の生物 

しかし､平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震津波

により生態系に被害が生じた。 

 

 

（6）海岸ゴミ等の海岸環境に対する影響 

平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震後において

は、瓦礫の発生に伴う漂着ゴミ問題が深刻化した。 

※文章の変更と追加 

1.1.3 環境面から見た現況 

（2）優れた海岸地形、景観 

また、「日本の 渚

なぎさ

百選」「日本の白 砂 青 松

はくしゃせいしょう

100 選」「快水浴場

百選」等に選出されている評価の高い海岸も多く存在する。 

 

（4）陸域の生物 

しかし､平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震津波に

より動植物自体の被害をはじめ、その生息地、生育地、繁殖地、

地域の生態系に被害が生じた。 

 

（6）海岸ゴミ等の海岸環境に対する影響 

また、平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震後にお

いては、瓦礫の発生に伴う漂着ゴミ問題が深刻化した。 

P.15 

(P.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 沿岸の社会的特性 

 

（1）背後地域の土地利用及び海域利用 

三陸北沿岸では、いずれも地域の大部分が保安林などの林地

となっており、平地のほとんどは港湾や漁港、市街地となって

いて、田畑の利用に占める割合は少ない状況にある。 

三陸北沿岸には50の漁港があり、豊かな漁場環境を活かした

水産業（沿岸漁業、養殖業、水産加工業など）が盛んである。

・文章の変更と追加 

1.1.4 沿岸の社会的特性 

 

（1）背後地域の土地利用及び海域利用 

三陸北沿岸では、いずれも地域の大部分が保安林などの林地と

なっており、平地のほとんどは港湾や漁港、市街地となっていて、

農地の利用に占める割合は少ない状況にある。 

三陸北沿岸には50の漁港があり、豊かな漁場環境を活かしたワ

カメ、コンブ等の養殖業、アワビ、ウニ等の採貝藻漁業、サケ等
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ページ 変更前 変更後 

P.15 

(P.13) 
ワカメ、コンブ、アワビ、ウニ等が中心となっている。しかし、

平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震津波により、

養殖施設等に甚大な被害が生じた。 

（2）産業構造と就業者人口 

三陸北沿岸では宮古市及び久慈市が業就業人口が多く、ま

た、沿岸市町の人口に占める第3次産業への就業の割合は高い

ものとなっている。第1次産業の就業者人口は、約7～28％（平

成22年度国勢調査）であるが、その内訳をみると水産業が占

める割合が大きくなっており地域産業において重要な位置に

あることがうかがえる。第1次産業の就業割合が多いのは宮古

市田老である。 

 

（3）沿岸域にかかわる総合計画 

三陸北沿岸の海岸及びその周辺に係わる主なプロジェクト

としては、陸域では道路事業と（八戸久慈縦貫自動車道路[一

部供用開始]及び三陸北縦貫自動車道路）進められている。 

また、海岸周辺では港湾整備を中心とした事業の推進等が

揚げられ、更に平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖

地震津波被災からの復旧・復興事業が各地で行われている。

 

（4）海浜へのアクセス 

三陸北沿岸における海浜へのアクセスは、いずれも沿岸部

を南北に縦貫する国道45号とこれに接続する県道、市町村道

が幹線となっており、主な海水浴場や代表的な観光地へのア

クセスは概ね確保されているが、宮古湾から魹

とど

ケ崎

がざき

までのリ

アス式海岸で地形が急峻である箇所では直接 汀

なぎさ

に近づくこ

とができない海岸もある。また、半島の先端部へのアクセス

が難しい箇所もある。 

しかし、平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震

津波により、主要道路等に甚大な被害が生じた。現在、復興

道路として、主要道路等を整備中である。 

の定置網漁業が盛んにおこなわれている。しかし、平成23年（西

暦2011年）の東北地方太平洋沖地震津波により、漁港施設や養殖

施設等に甚大な被害が生じた。 

（2）産業構造と就業者人口 

三陸北沿岸では宮古市及び久慈市の就業者人口が多く、また、

沿岸市町村の人口に占める第3次産業への就業の割合は高いも

のとなっている。第1次産業の就業者人口は、約7～23％（平成2

2年度国勢調査）であるが、その内訳をみると水産業の占める割

合が大きくなっており地域産業において重要な位置にあること

がうかがえる。第1次産業の就業割合が多いのは宮古市田老であ

る。 

 

（3）沿岸域にかかわる総合計画 

三陸北沿岸の海岸及びその周辺に係わる主なプロジェクトと

しては、陸域では道路事業（八戸久慈縦貫自動車道路[一部供用

開始]及び三陸北縦貫自動車道路）が進められている。 

また、海岸周辺では港湾整備を中心とした事業の推進等が揚

げられ、更に平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震

津波被災からの復旧・復興事業が各地で行われている。 

 

（4）海浜へのアクセス 

三陸北沿岸における海浜へのアクセスは、いずれも沿岸部を

南北に縦貫する国道45号とこれに接続する県道、市町村道が幹

線となっており、主な海水浴場や代表的な観光地へのアクセス

は概ね確保されているが、宮古湾から魹

とど

ケ崎

がざき

まではリアス式海

岸のため地形が急峻な海岸も多くアクセスが難しい箇所もあ

る。 

しかし、平成23年（西暦2011年）の東北地方太平洋沖地震津

波により、主要道路等に甚大な被害が生じた。現在、災害復旧

事業や復興道路として、主要道路等を整備中である。 

P.18 

(P.16) 

 

 

◆海岸災害から人命・財産の安全の確保に努める 

「最大クラスの津波」に対しては、住民の避難を軸に、土地

利用・避難施設の整備などソフト・ハードを総動員する多重防

御の考え方で減災する。 

※三陸南計画（今回改定）との整合 

◆海岸災害から人命・財産の安全の確保に努める 

「最大クラスの津波」に対しては、住民の人命を守ることを最

優先とし、住民の避難を軸に、土地利用・避難施設の整備などソ

フト・ハードを総動員する多重防御の考え方で減災する。 

P.19 

(P.17) 
 

1.2.3 海岸保全の長期的なあり方 

三陸北沿岸での海岸保全の長期的な在り方は、基本理念と基

本方針を海岸保全の方向性として施策を展開していくものとす

る。 

※文章表現の見直し 

1.2.3 海岸保全の長期的なあり方 

三陸北沿岸での海岸保全の長期的なあり方は、基本理念と基本

方針を海岸保全の方向性として施策を展開していくものとする。
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P.20 

(P.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※三陸南計画（今回改定）との整合 

※文書表現の変更 
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ページ 変更前 変更後 

P.21 

(P.20) 
 

1.2.5 三陸北沿岸における基本施策 

海岸における安全確保を目的とする「海岸の防護」、豊かで貴重

な自然環境・生態系の保護・保全を目的とした「海岸環境の整備及

び保全」、及び海岸の施設整備や自然環境保全との調和を考慮した

「海岸における公衆の適正な利用」の3つを柱として、三陸北沿岸の

長期的な在り方(基本理念)の実現に向け、三陸北沿岸では以下の施

策を基本施策として展開する。 

※三陸南計画（今回改定）との整合 

1.2.5 三陸北沿岸における基本施策 

海岸における安全確保を目的とする「海岸の防護」、豊かで貴重

な自然環境・生態系の保護・保全を目的とした「海岸環境の整備及

び保全」、および海岸の施設整備や自然環境保全との調和を考慮し

た「海岸における公衆の適正な利用」の3つを柱として、三陸北沿岸

の長期的なあり方(基本理念)の実現に向け、相互に調整を図り、以

下の施策を基本施策として展開する。 

 

P.22 

(P.21) 

 

 

 

・図の変更 

 

 

P.23 

(P.22) 

 

2．海岸の防護に関する事項 

2.1 海岸の防護の目標 

2.1.1 防護すべき地域 

三陸北沿岸での防護すべき地域とは、「海岸保全施設が整備さ

れない場合に、設定する津波・高潮等による浸水等によって海岸

背後の家屋や農地などの諸施設に対する被害の発生が想定され

る地域。また、侵食によって貴重な海浜や周辺環境が損なわれる

ことが想定される地域。」とする。 

 

 

2.1.2 防護水準 

防護水準は、海岸の津波・高潮等、侵食による被害状況、背後

状況や地域ニーズに応じた防護のあり方を海岸管理者が定めた

上で適切に設定していくものとする。また、海岸保全施設の整備

にあたっては、自然環境の保全や海岸の利用、水産・観光振興へ

の寄与にも十分配慮するとともに、地域の人々の意見も反映して

総合的に検討し進めていくものとする。なお、災害時の情報提供

や避難・誘導体制の確立等についても関係機関と連携・調整を図

るものとする。 

特に、津波への防護水準については、明治29年、昭和8年の三陸

※三陸南計画（今回改定）との整合 

2．海岸の防護に関する事項 

2.1 海岸の防護の目標 

2.1.1 防護すべき地域 

三陸北沿岸での防護すべき地域とは、「海岸保全施設が整備さ

れない場合に、設定する津波・高潮等による浸水等によって海岸

背後の人命、家屋や農地、幹線道路、鉄道等の諸施設に対する被

害の発生、さらには地域経済活動にまで影響を及ぼすことが想定

される地域。また、侵食によって貴重な海浜や周辺環境が損なわ

れることが想定される地域。」とする。 

 

2.1.2 防護水準 

防護水準は、海岸の津波・高潮等、侵食による被害状況、背後

状況や地域ニーズに応じた防護のあり方を海岸管理者が定めた

上で適切に設定していくものとする。また、海岸保全施設の整備

にあたっては、自然環境の保全や海岸の利用、水産・観光振興へ

の寄与にも十分配慮するとともに、地域の人々の意見も反映して

総合的に検討し進めていくものとする。なお、災害時の情報提供

や避難・誘導体制の確立等についても関係機関と連携・調整を図

るものとする。 

特に、津波への防護水準については、明治29年、昭和8年の三陸
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沖地震津波、昭和35年のチリ地震津波、平成23年の東北地方太平

洋沖地震津波での多大な津波被害の実態や、シミュレーション等

による検討を基にして、比較的発生頻度の高い津波（数十年から

百数十年に一度程度）に対して対処できる防護水準としていくこ

とを目標に、湾や海岸線の向き等により同一の津波外力を設定し

うると判断される地域海岸単位に設計津波の水位を設定し、それ

を目安に設定するものとする。また、海岸堤防等の天端を越える

津波に対しては、設計対象の津波高を超え、海岸堤防等の天端を

越流した場合であっても、施設が破壊、倒壊するまでの時間を少

しでも長くする、あるいは、施設が完全に流失した状態である全

壊に至る可能性を少しでも減らすといった減災効果を目指した

構造上の工夫を施すこととする。 

また、侵食への防護については、平成23年の東北地方太平洋沖

地震津波で、地形変化が見られるが、津波への防護を優先しつつ、

各市町村と調整を図りながら、侵食の進行状況や程度に応じて面

的防護を含めた海岸保全施設の整備等によって現状汀線を保

全・維持、または回復していくことを基本的な目標とする。 

三陸北沿岸における津波・高潮等、及び侵食についての防護水

準は次頁のとおりとする。 

 

沖地震津波、昭和35年のチリ地震津波、平成23年の東北地方太平

洋沖地震津波での多大な津波被害の実態や、シミュレーション等

による検討を基にして、比較的発生頻度の高い津波（数十年から

百数十年に一度程度）に対処する。計画堤防高は、湾や海岸線の

向き等により同一の津波外力を設定しうる地域海岸単位に設計

津波の水位を求め、それを基本に定めるものとする。また、海岸

堤防等の天端を越える津波に対しては、人命を最大限に守ること

を目的として、避難時間を確保するなど全壊に至る可能性を減ら

すために、堤防等を粘り強い構造にしていくものとする。 

侵食への防護については、平成23年の東北地方太平洋沖地震津

波で、地形変化が見られるが、津波への防護を優先しつつ、各市

町村と調整を図りながら、侵食の進行状況や程度に応じて面的防

護を含めた海岸保全施設の整備等によって現状汀線を保全・維

持、または回復していくことを基本的な目標とする。 

三陸北沿岸における津波・高潮等、及び侵食についての防護水

準は次頁のとおりとする。 
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ページ 変更前 変更後 

P.24 

(P.23) 

 ※図の変更三陸南計画（今回改定）との整合 

 

P.25 

(P.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 防護の目標を達成するための施策 

三陸北沿岸では、津波・高潮等、侵食による災害から地域

を守り、地域の安全性を確保するため、堤防や離岸堤等が整

備されてきた。その一方で、景勝地にもなっている自然海岸

が多く残されていることから、施設整備による影響（海岸景

観、海浜植生や海辺の生物相の変化等）への対応も必要にな

ってきている。 

このようなことから、三陸北沿岸における今後の海岸整備

については、防護（津波対策、国土保全）を第一としつつ、

環境と利用にも配慮した質的向上を図ることが必要であり、

そのためには状況に応じて以下の施策を講じていく。 

防護の目標を達成するための施策を講じていく際には、自

然への畏敬をもちつつ進めていくものとする。 

 

平成23年の東北地方太平洋沖地震津波により被災した海岸

堤防等については、災害復旧事業において、適切な防護水準

の確保を図るとともに、必要に応じて、粘り強い構造とする

ための設計上の工夫を取り入れていく。 

 

 

 

 

 

 

 

※三陸南計画（今回改定）との整合 

2.1.3 防護の目標を達成するための施策 

三陸北沿岸では、津波・高潮等、侵食による災害から地域を守り、

地域の安全性を確保するため、堤防や離岸堤等が整備されてきた。そ

の一方で、景勝地にもなっている自然海岸が多く残されていることか

ら、施設整備による影響（海岸景観、海浜植生や海辺の生物相の変化

等）への対応も必要になってきている。 

このようなことから、三陸北沿岸における今後の海岸整備について

は、防護（津波対策、国土保全）を第一としつつ、環境と利用にも配

慮した質的向上を図ることが必要であり、そのためには状況に応じて

以下の施策を講じていく。 

 

護の目標を達成するための施策を講じていく際には、海岸保全施設

の設置位置、周辺の自然環境・海岸利用の特性及び工事期間中の影響

等に十分配慮して進めていくものとする。 

平成23年の東北地方太平洋沖地震津波により被災した海岸堤防等に

ついては、災害復旧事業において、適切な防護水準の確保を図るとと

もに、粘り強い構造とするための設計上の工夫を取り入れていく。 
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ページ 変更前 変更後 

P.25 

(P.24) 
 

（1）防護対策の充実について 

＜施  策＞ 

 

（1）防護対策の充実について 

＜施  策＞ 

 
※1：サンドバイパスとは構造物によって砂移動が断たれた場

合に、上手側に堆積した土砂を下手側に輸送する工法 

※2：サンドリサイクルとは、流れの下手に堆積した土砂を上

手側の侵食された海岸に繰り返し投入し、砂浜を復元す

る工法 
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ページ 変更前 変更後 

P.26 

(〃) 

 

 

＜配慮事項＞ 

○ 海岸部が背後地の大規模火災時の避難地として重要な役割を担

うことに十分配慮して保全計画の策定や施設整備に努める。 

○ 海岸保全施設の整備にあたっては、自然環境の保全や海岸の利

用、水産・観光振興への寄与、また、それらへの影響にも十分配

慮して工法、構造、配置等についての検討に努める。 

海岸保全施設の整備にあたっては、耐震化、防護効果や経済性に

十分配慮して対策工法の検討、また、水門等の遠隔操作化、施設

整備後のモニタリングの検討に努める。 

 

 

 

 

 

(3）施設の質的向上について 

＜配慮事項＞ 

 フォトモンタージュ等の客観的・科学的な手法等によ

り環境面・景観面へ配慮する。 

※海岸法改正の伴う追記及び変更 

＜配慮事項＞ 

○ 海岸部が背後地の大規模災害時の避難地として重要な役割を担うこ

とに十分配慮して保全計画の策定や施設整備に努める。 

○ 海岸保全施設の整備にあたっては、自然環境の保全や海岸の利用、

水産・観光振興への寄与、また、それらへの影響にも十分に配慮し

た上で､工法、構造、配置等についての検討に努める。 

○ 海岸保全施設の整備にあたっては、耐震化、防護効果や経済性に十 

   分配慮して対策工法の検討、また、水門等の遠隔操作化、施設整備後

   のモニタリングの検討に努める。 

○ 平成 23 年の東北地方太平洋沖地震津波では水門・陸閘等の操作  

に従事していた方が多数犠牲になったことから、災害発生時の

水門等の操作員の安全確保・適切な操作方法・訓練等に関する

操作規則等を策定する。 

 

（3）施設の質的向上について 

＜配慮事項＞ 

 フォトモンタージュ等の客観的・科学的な手法等により環境

面・景観面への配慮に努める。 

P.27 

(〃) 
 

 

（1）良好な環境の保護・保全について 

＜施  策＞ 

○ 地域に残る良好な環境の保護・保全に配慮した防護・保全施

設の工法、構造、材料、配置等についての検討を進め、地域

の海岸環境に応じた適切な整備を展開する。 

○ 海岸愛護月間等における行事や海岸清掃活動等との連携を展

開し、海岸愛護・海岸美化の啓発を図る。 

○ 地元地方自治体や関係行政機関、住民やNPO等と連携し

て、海岸ゴミ・漂着ゴミへの適切な対処を図る。 

 

※文言の変更 

（1）良好な環境の保護・保全について 

＜施  策＞ 

○ 地域に残る良好な環境の保護・保全に配慮した防護・保全施設の高

さ、工法、構造、材料、配置等についての検討を進め、地域の海岸

環境に応じた適切な整備を展開する。 

○ 海岸愛護月間等における行事や海岸清掃活動等との連携を展開し、

海岸愛護・海岸美化の啓発を図る。 

○ 地元自治体や関係行政機関、住民やNPO等と連携して、海岸ゴ

ミ・漂着ゴミへの適切な対処を図る。 

 

P.28 

(〃) 

 

 
＜配慮事項＞ 

○ 堤防等の配置については、海岸特有のエコトーンへの影響に

考慮する。 

○ 抽出された重要種や注目種、生息場所などに対する影響予測

に努める。 

○ 影響低減対策はミティゲーションによる段階的な検討を経て

策定・実施に努める。 

 

 

※三陸南計画（今回改定）との整合 

＜配慮事項＞ 
○ 堤防等の配置については、海岸特有のエコトーン※3への影響に考慮

する。 

○ 抽出された重要種や注目種、生息場所などに対する影響低減に努め

る。 

○ 影響低減対策はミティゲーション※4による段階的な検討を経て策

定・実施に努める。 

○ 環境の各分野に精通している有識者等により、整備箇所の状況に応じ

た整備方法等の助言・指導を受け、環境に配慮した施設整備に努める。

※3：エコトーンとは陸域と海域など、異なる環境が連続的に接してい

る一帯のこと 

※4：ミティゲーションとは、環境への影響を最小限に抑えるための代

償処置のこと 
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ページ 変更前 変更後 

- 

(P.29) 

・追加 
※三陸南計画（今回改定）との整合 

P.29 

(P.30) 

 

 

 

※三陸南計画（今回改定）との整合

P.30 

(P.31) 

 
（2）海岸愛護活動、啓発活動との連携や普及について 

＜施  策＞ 

海岸の安全で快適な利用や、利用者のマナー向上を図るため、地元地方

自治体や地域の人々と連携して啓発活動を進め、普及方策を検討し

て展開する。 

※三陸南計画（今回改定）との整合 
（2）海岸愛護活動、啓発活動との連携や普及について 

＜施  策＞ 

海岸の安全で快適な利用や、利用者のマナー向上を図るため、地元自

治体や地域の人々と連携して啓発活動を進め、普及方策を検討のう

え、その展開に努める。 

P.31 

(P.32) 
5．施策の整理 

三陸北沿岸の長期的な在り方(基本理念)の実現に向けた海岸保全

を達成するため、各種の施策について防護・環境・利用の観点から

整理を行い、その整理にもとづいて展開していくものとする。 

各施策の整理を次頁に示す。 

 

5．施策の整理 

三陸北沿岸の長期的なあり方(基本理念)の実現に向けた海岸保全

を達成するため、各種の施策について防護・環境・利用の観点から

整理を行い、その整理にもとづいて展開していくものとする。 

各施策の整理を次頁に示す。 
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ページ 変更前 変更後 

P.32 

(P.33) 

 

 

 

 

※前述の内容をとりまとめ 

※文章の変更と追加

 
 

P.33 

(P.34) 
 

 

1．海岸保全施設を整備しようとする地域 

1.2 整備対象海岸の選定 

海岸保全施設の整備対象海岸の選定については、各海岸管理者

が区分する地区海岸毎に防護、環境、利用の観点からの必要性

を検討し、整備が要請される海岸とする。 

 

2.1 整備内容と施設の種類 

これによって、海岸毎に当面の対処が終了後、この表のプロセ

スで再度海岸を見据えることで、その時点での状況に合った施

策と整備（海岸の状況にあった処方箋づくり）が展開できるこ

とを図る。 

特に、「海岸で特に必要な観点」については、防護、環境、利

用の3つの面を全て配慮するものの、海岸の特性や今後の位置づ

けをふまえた場合に強く求められる観点を表すものとする。 

□「海岸で特に重要な観点」のイメージ 

・※文章の修正 

1．海岸保全施設の新設又は改良しようとする区域 

1.2 整備対象海岸の選定 

海岸保全施設の整備対象海岸の選定については、各海岸管理者が

区分する地区海岸毎に防護、環境、利用の観点からの必要性を検討し、

整備が必要と認められる海岸とする。 

 

2.1 整備内容と施設の種類 

これによって、海岸毎に当面の対処が終了後、この表のプロセスで再度

海岸を見据えることで、その時点での状況に合った施策と整備の展開を

図る。 

なお、「海岸で特に必要な観点」については、防護、環境、利用の3

つの面を全て配慮するものの、海岸の特性や今後の位置づけをふまえた

場合に強く求められる観点を表すものとする。 

 

 

※図の削除 
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ページ 変更前 変更後 

P.34 

(P.36) 

 

 

 

・ページ入替え 
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ページ 変更前 変更後 

P.35 

(P.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 施設の規模、配置 

三陸北沿岸の各海岸における海岸保全施設の規模、配置につ

いては、整備方針図として以下の内容によって整理する。 

□整備方針図での整理内容と表現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※三陸南計画（今回改定）との整合 

2.2 海岸保全施設の選定 

各海岸保全施設は、それぞれの特徴があり、防災上の得られる効

果、自然環境・海岸利用に与える効果・影響、施工期間、費用等が異

なることから設置地点の海岸特性に充分配慮して選定することとす

る。また、複数の海岸保全施設を面的な広がりをもって適切に配置す

ることにより、波浪等の外力を沖合から徐々に弱めながら防護すると

ともに、良好な海岸空間を形成する「面的防護方式」についても適切

に取り入れることとする。 

なお、海岸保全施設については、調査・研究により新工法も提案

されつつあることから、それらの特性も充分に把握しながら、総合的

に最適な工法を選択することとする。 

 

2.3 施設の規模、配置 

三陸北沿岸の各海岸における海岸保全施設の規模、配置について

は、施設整備計画図として以下の内容によって整理する。 

□施設整備計画図での整理内容と表現 

 

※今後、計画内容については見直しの可能性もある 
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ページ 変更前 変更後 

P.35 

(P.38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．海岸保全施設による受益の地域及びその状況 

三陸北沿岸の各海岸における受益の範囲については、整備

方針図に整理し、また、受益の地域及びその状況についても、

別表計画事項として巻末に整理する。 

 

□整備方針図での整理表現 

※海岸法改正による追加 
 

3．海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項 

三陸北沿岸の各海岸における海岸保全施設の維持又は修繕につ

いては、地域の安全・安心のために以下のとおり実施する。また、

隣接する海岸においては、各所管海岸管理者間で調整を行い、適切

な管理に努める。 

施設毎の管理内容の記載事例       （内容は、現在調整中）

 

 

※平成 27 年 3 月 3 日国通知抜粋 

 

4．海岸保全施設による受益の地域及びその状況 

三陸北沿岸の各海岸における受益地域については、施設整備計画

図に整理し、また、受益地域及びその状況についても、別表計画事項

として巻末に整理する。 

 

□施設整備計画図での整理表現 

 

※受益地域：海岸堤防の計画堤防高で守られる範囲 

（背後の地盤高が計画堤防高以下となる地域） 
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三陸北沿岸海岸保全基本計画の改定後の取り組み方針とし

て、以下のものがあげられる。 

（1）津波対策への取り組み 

比較的発生頻度の高い津波（数十年から百数十年に一度程

度）に対しては、海岸堤防等を中心に、整備を進めるものと

する。 

また、海岸堤防等の天端を越える津波に対しては、少しで

も壊れるまでの時間を稼ぐために、堤防等を粘り強い構造に

していくものとする。 

なお、最大クラスの津波に対しては、住民の避難を軸に、

避難施設・避難路の整備や土地利用の制限等によるソフト・

ハード施策を総動員する多重防御の考え方で減災を図ること

としていることから、海岸管理者においても、以下の事項に

ついて、関係市町村に協力や支援を行っていくこととする。

○津波浸水シミュレーションの検討への協力 

○地域防災計画の作成、変更への支援 

○津波防災マップ等の情報提供への協力 

 

（2）地域住民、ＮＰＯ等の参画と情報公開 

地域の人に愛され、地域住民等が積極的に参画できる海岸

づくりのためには、アンケート調査やヒアリング等による

住民意見の収集と反映だけでなく、事業の計画時点や実施

段階においても地域住民、ＮＰＯ等の積極的な参画を得て、

合意形成を図りつつ事業を実施していく必要がある。その

ためには、以下を実施していくものとする。 

○現地見学会や勉強会、意見交換会等を地元地方自治体や

関係機関と共同で適宜開催し、海岸管理者等、地域住民、

ＮＰＯとの相互の知識と意識を共有・向上していく。 

○海岸清掃等の海岸愛護活動、啓発活動を地元地方自治体

や関係機関と共同で企画し、地域住民、ＮＰＯ等と連携し、

あるべき姿の海岸環境づくりを行っていく。 

○海岸管理者等は海岸にかかわる情報を公開し、事業の透

明性を向上していく。 

 （3）今後の調査研究と計画の見直し 

あるべき姿の海岸環境づくりを行っていくため、以下に

示す調査研究内容について専門の学識経験者や研究機関

等との連携、また、地域住民やボランティアとの連携や

参加も視野に入れた継続的な調査・検討の推進や、それ

らの体制の確立に努めていくものとする。 

※三陸南計画（今回改定）との整合 

※文言の修正・図の追加など 

 

三陸北沿岸海岸保全基本計画の改定後の取り組み方針として、以

下のものがあげられる。 

（1）津波対策への取り組み 

比較的発生頻度の高い津波（数十年から百数十年に一度程

度）に対しては、海岸堤防等を中心に、整備を進めるものと

する。 

また、海岸堤防等の天端を越える津波に対しては、全壊に

至る可能性を減らすことを目的として、堤防等を粘り強い構

造にしていくものとする。 

なお、最大クラスの津波に対しては、住民の避難を軸に、

避難施設・避難路の整備や土地利用の制限等によるソフト・

ハード施策を総動員する多重防御の考え方で減災を図ること

としていることから、海岸管理者においても、以下の事項に

ついて、関係市町村に協力や支援を行っていくこととする。

○津波浸水シミュレーションの検討への協力 

○地域防災計画の作成、変更への支援 

○津波防災マップ等の情報提供への協力 

高潮・高波及び津波への対応イメージ 

 

堤防構造は、津波が堤防を越えても粘り強く対応する構造に

よって堤防を整備することとし、以下の事項に留意する。 

堤防断面は、弱部をつくらないため、一連の復旧区間は同一

の構造での復旧を基本とする（まちづくり，背後利用等により

難しい場合を除く）。法面保護は、天端保護工、裏法被覆工の

強化対策を行うこととし、裏法堤脚保護工として、堤防の裏法

尻に洗掘防止対策を実施する。また、必要に応じて、緑の防潮

堤の検討を進める。地盤対策は、液状化対策・軟弱地盤対策等

必要に応じて実施する。 
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○環境面や利用面で配慮すべき目標値の検討。 

○地域住民等の海辺へのニーズの把握。 

○藻場、砂浜等の変化の把握、多様な生物及び生態系の

実態調査等の環境調査、各種文化財や歴史民俗資源等の

調査・研究の促進。 

○多様な生物の生息空間の創出や水質改善など、環境の

改善を考慮した海岸保全工法や施設の整備手法の検討。

○復旧・復興における環境モニタリング調査の検討。 

 

 

 

堤防構造の変更（粘り強い構造・緑の防潮堤）のイメージ 

（2）地域住民、NPO等の参画と情報公開 

地域の人に愛され、地域住民等が積極的に参画できる海岸づ

くりのためには、アンケート調査やヒアリング等による住民意

見の収集と反映だけでなく、事業の計画時点や実施段階におい

ても地域住民、NPO等の積極的な参画を得て、合意形成を図り

つつ事業を実施していく必要がある。そのためには、以下を実

施していくものとする。 

○現地見学会や勉強会、意見交換会等を地元自治体や関係機関

と共同で適宜開催し、海岸管理者等、地域住民、NPOとの相

互の知識と意識を共有・向上していく。 

○海岸清掃等の海岸愛護活動、啓発活動を地元自治体や関係機

関と共同で企画し、地域住民、NPO等と連携し、あるべき姿の

海岸環境づくりを行っていく。 

○海岸管理者等は海岸にかかわる情報を公開し、事業の透明性

を向上していく。 

 

（3）今後の調査研究と計画の見直し 

あるべき姿の海岸環境づくりを行っていくため、以下に示す

調査研究内容について専門の学識経験者や研究機関等との連

携、また、地域住民やボランティアとの連携や参加も視野に入

れた継続的な調査・検討の推進や、それらの体制の確立に努め

ていくものとする。 

○環境面や利用面で配慮すべき目標値の検討。 

○地域住民等の海辺へのニーズの把握。 

○藻場、砂浜等の変化の把握、多様な生物及び生態系の実態調

査等の環境調査、各種文化財や歴史民俗資源等の調査・研究の

促進。 

○多様な生物の生息空間の創出や水質改善など、環境の改善を

考慮した海岸保全工法や施設の整備手法の検討。 

○復旧・復興における環境モニタリング調査の検討。 

また、本計画策定後、以下の状況が生じた場合には内容を見

直していくものとする。 

 

○災害等の発生により、施設整備の必要性が生じた場合には、

計画の基本的事項に配慮しつつ、海岸保全施設の整備内容を見
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 直す。 

○地域状況の変化や社会経済状況の変化など、様々な要因によ

る海岸環境に対する状況変化が生じた場合には、計画の基本的

事項や海岸保全施設の整備内容等を再整理し、適宜見直す。 

○地域状況の変化や社会経済状況の変化にともなって、自然環

境等も変化することが考えられるため、計画の見直しを行う際

には、事前に調査を行い、自然環境の情報を収集する。 

 ○復旧・復興におけるまちづくりの進捗にあわせて、必要に応

じ計画を適宜見直す。 

 

 


